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平成 27 年試験

論 文 式 試 験 問 題

租　税　法

1　試験開始の合図があるまで，この問題冊子や筆記用具に触れないで下さい。触れた場合は，
不正受験とみなすことがあります。
2　試験中，使用が認められたもの以外は，すべてかばん等にしまい，足元に置いて下さい。衣
類のポケット等にも入れないで下さい。試験中，使用が認められているものは，次のとおりです。
筆記用具，修正液（修正テープ），算盤又は電卓（基準に適合したものに限る。），定規，ホッ 
チキス及び時計（計時機能のみを有するものに限る。）
使用が認められたもの以外のものを机上に出している場合は，不正受験とみなすことがあり

ます。試験中においても，試験官が必要と認めた場合には，携行品の確認をすることがあります。
3　携帯電話等の通信機器の取扱いについては，試験官の指示に従って下さい。指示に従わない
場合は，不正受験とみなすことがあります。
4　試験官の指示に従わない場合，また，周囲に迷惑をかける等，適正な試験の実施に支障を来
す行為を行った場合は，不正受験とみなすことがあります。
5　不正受験と認めた場合，直ちに退室を命ずることがあります。
6　試験時間は 2時間です。
7　試験開始の合図により，試験を始めて下さい。
8　試験問題，答案用紙及び試験用法令基準等は必ず机上に置いて下さい。椅子や机の下等には
置かないで下さい。
9　この問題冊子は， 1頁から 18 頁までとなっています。試験開始の合図の後，まず頁を調べ
て，印刷不鮮明，落丁等があれば黙って挙手し，試験官に申し出て下さい。
10　答案用紙は問題冊子の中ほどに挿入してあります。
11　答案は配付した答案用紙の所定欄に記載し，欄外には記載しないで下さい。答案作成に当
たっては，ボールペン又は万年筆（いずれも黒インクに限る。）を使用して下さい。
12　受験番号シールは，試験開始の合図の後，各答案用紙の左上の所定欄に貼付して下さい。各
問の答案用紙が複数枚のものについては， 1枚目だけでなく， 2 枚目以降にも受験番号シール
を貼付して下さい。受験番号シールが貼付されていない場合は，答案が採点されません。
13　答案用紙は必ず切り取り線で切り離したうえで提出して下さい。各問の答案用紙が複数枚の
ものについても，ホッチキスで留めたりせず，必ず切り離した状態で提出して下さい。
14　問題に関する質問には一切応じません。
15　試験開始後 60 分間及び試験終了前 10 分間は，答案用紙の提出及び試験室からの退室はでき
ません。それ以外の時間に中途退室する場合には，必ず挙手し，試験官が答案用紙を受け取り
確認するまで席を立たないで下さい。
16　試験中，やむを得ない事情で席を離れる場合は，挙手のうえ試験官の指示に従って下さい。
17　試験終了の合図とともに直ちに筆記用具を置き，答案用紙を裏返して下さい。試験終了後

に，答案用紙や筆記用具に触れた場合は，不正受験とみなすことがあります。試験官が答案用
紙を集め終わり，指示するまで絶対に席を立たないで下さい。
18　問題冊子，試験用法令基準等は，試験終了後，持ち帰ることができます。
なお，中途退室する場合には問題冊子，試験用法令基準等の持ち出しは認めません。問題冊
子，試験用法令基準等が必要な場合は，各自の席に置いておきますので，試験終了後，速やか
に取りに来て下さい。

注 意 事 項
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（租　税　法）
第　 1　問

（満点 　100 点）
第 2問とあわせ
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次の事案について，以下の問いに答えなさい。なお，同族会社の行為計算否認規定の適用
はないものとする。また，租税特別措置法及び租税条約は考慮しないものとする。

Ａ社，Ｂ社及びＣ社は，全て内国法人たる株式会社（普通法人）であり， 4月 1 日から翌年 3月 31
日までの期間を事業年度としている。以下では，平成 26 年 4 月 1 日に開始するものを平成 26 事業年
度と表記する。Ｄ社は，外国法人たる株式会社であり，Ａ社，Ｂ社及びＣ社のいずれとも株式の保有
関係はない。
Ａ社は，Ｂ社及びＣ社の発行済株式のそれぞれ 100 ％を保有している。Ｐ（日本の居住者）は，Ａ社
の取締役である。
平成 26 年 3 月，Ａ社は，Ｂ社に対して，その所有する帳簿価額 3,000 万円の国内所在の甲土地を
その時の時価相当額である 7,000 万円で売却した。
平成 26 年 4 月，Ｂ社は，Ｃ社に対して，上記の甲土地をその時の時価相当額である 7,000 万円で
売却した（取引①）。
平成 26 年 5 月，Ｂ社は，Ｃ社に対して，Ｃ社の事業拡大を支援するために，現金 2,000 万円を贈
与した（取引②）。
平成 26 年 6 月，Ｐは，Ａ社に対して，その時の時価 6,000 万円の国内所在の乙土地を単純贈与し
た（取引③）。この乙土地は，Ｐの父親であるＱ（日本の居住者）が，平成 20 年 1 月に，その時におけ
る時価相当額 3,000 万円で購入し，その後，平成 25 年 6 月に，相続によってＰがＱから取得したも
のである。相続時における乙土地の時価は，4,000 万円であった。
Ａ社は，Ｄ社に対して，Ａ社の保有する日本国で登録された特許の使用を許諾し，平成 26 年 7 月
に，平成 26 事業年度分の特許使用料として 5億円を受領した（取引④）。なお，Ａ社は，消費税法上
の課税事業者である。

取引①について，法人税の納税義務を負う者はだれか，その場合の益金の額又は損金の額
に算入される金額はいくらか。根拠条文を示しつつ述べなさい。

取引②について，Ｂ社の平成 26 事業年度の法人税の確定申告上，2,000 万円の贈与は，
どのように取り扱われるべきか。根拠条文を示しつつ述べなさい。

取引③について，Ｐの平成 26 年分の所得税の確定申告上，乙土地の贈与は，どのように
取り扱われるべきか。根拠条文を示しつつ述べなさい。

取引④について，Ａ社がＤ社から受領した 5億円の特許使用料に対して，Ａ社において，
日本の消費税が課税されるか。根拠条文を示しつつ述べなさい。

問題 1

問 1

問 2

問 3

問 4
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次の事案について，以下の問いに答えなさい。

Ａ社及びＢ社は，ともに小売業を営む内国法人たる株式会社であり，消費税法上の課税事業者であ

る。Ｃ社は，外国法人たる株式会社である。Ａ社は，Ｂ社及びＣ社の発行済株式のそれぞれ 30 ％を

保有している。Ｂ社とＣ社との間に株式の保有関係はない。

Ａ社及びＢ社は，いずれも 4月 1 日から翌年 3月 31 日までの期間を事業年度としている。以下で

は，平成 26 年 4 月 1 日に開始するものを平成 26 事業年度と表記する。

Ａ社の代表取締役Ｐ（日本の居住者）には，生計を一にする高校生の息子Ｑ（日本の居住者・17 歳）

がいる。

平成 27 年 1 月，Ａ社は，Ｃ社から 3,000 万円の金銭配当を受け取った。なお，この金額は，Ｃ社

の所在地国で課された外国源泉税の額が控除された後のものである。

Ａ社は，その保有している東京都所在の土地（更地）を，Ｂ社に貸し付けており，平成 26 事業年度

に，賃貸料 500 万円を受領した。

Ｂ社は，都内の店舗において，長年，麻薬を所定の許可を受けずに秘かに販売し，多額の売上金を

得ていた。ところが，この麻薬取引が世間の知れるところとなり，Ｂ社は，平成 27 年 5 月に，解散

を余儀なくされた。そして，Ａ社は，Ｂ社の解散時に，その残余財産の分配として，時価 4,000 万円

の国内所在の土地を取得した。なお，この土地のＢ社における帳簿価額は，1,000 万円であった。

平成 26 年中，Ｑが稼得したのは，アルバイトで得た給与所得の金額 10 万円だけであったが，その

年の 12 月に，ＱはＰから現金 500 万円の贈与を受けていた。

以下の税務処理に関する各記述のうち，正しい場合には○，誤っている場合には×を，答

案用紙の「○×欄」に記入しなさい。また，当該各記述に係る税務処理が正しい場合はその根

拠条文を，誤っている場合は正しい税務処理及びその根拠条文を，答案用紙の「記述欄」に記

入しなさい。

なお，同族会社の行為計算否認規定の適用はないものとする。また，租税特別措置法及び

租税条約は考慮しないものとする。

①　平成 27 年 1 月のＣ社からの金銭配当のうち益金不算入とされる部分に対する上記外国

源泉税の額は，Ａ社の損金に算入されない。

②　Ａ社が平成 26 事業年度にＢ社から受領した 500 万円に対して，消費税は課されない。

③　Ｂ社による麻薬の販売は，法律で禁止されている取引であるから，これにより受領した

対価に対して，消費税は課されない。

④　Ｂ社からＡ社に対する時価 4,000 万円の土地の分配は，金銭の分配ではないので，法人

税法上，配当等として取り扱われない。

⑤　Ｐの平成 26 年分所得税の確定申告において，Ｑは，控除対象扶養親族とはならない。

問題 2

問い
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第 2問の解答に当たっての全般的注意事項

1．特に指示されているものを除き，各設問の納税者の当期（個人においては平成 26 年分）の納税額

が，最も少なくなるように計算しなさい。

2．答案用紙中 ＸＸＸ,ＸＸＸ,ＸＸＸ の金額は各自で求め，解答は必ず答案用紙の指定された枠内に記入しな

さい。

3．端数処理は答案用紙に指示があるものを除き 1円未満の端数を切り捨てなさい。

4． 問題 1 について，各行ごとに加算すべき金額と減算すべき金額があるときは，相殺して純額

で記入し，加算すべき金額と減算すべき金額がともに生じない場合には，加算すべき金額の欄のみ

に 0（ゼロ）を記入しなさい。

普通法人である甲株式会社（以下，「当社」という。）の当期（自平成 26 年 4 月 1 日　至平成

27 年 3 月 31 日）における法人税額を以下の資料 1．〜 9．に基づき計算しなさい。

1．全般的な資料及び注意事項

⑴　当社は，設立以来継続して適法に青色申告書を提出する内国法人で，家庭用品の卸売り及び

小売りを主たる事業とする非上場会社である。

⑵　当社は，当期末において同族会社に該当しない。

⑶　当社は，消費税及び地方消費税の経理処理として税抜方式を採用している。問題文中の取引

金額はすべて税抜きの金額である。

⑷　問題文中の住民税は，道府県民税及び市町村民税の合計金額である。また，事業税等には地

方法人特別税を含んでいる。

問題 1

問 1

（租　税　法）
第　 2　問

（満点 　100 点）
第 1問とあわせ

時　間　 2時間
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2．財務諸表上の数値

当期の財務諸表上の数値は，以下のとおりである。

⑴　当期末の資本金は，800,000,000 円である。

⑵　当期の損益計算書の末尾は，次のようになっている。

（単位：円）

税引前当期純利益 1,120,000,000

法人税等 （414,683,325）

法人税等調整額 　　8,000,000

当期純利益 　713,316,675

3．受取利息及び配当金等についての資料

⑴　当期の「受取利息及び配当金等」の内訳は，下表のとおりである。当社では，損益計算書上，

下表の「収入金額」の合計額を「受取利息及び配当金等」に，「源泉徴収税額等」の合計額を「法人

税等」にそれぞれ計上している。

（単位：円）

銘柄等 区　分 計　算　期　間 収入金額 源泉徴収税額等
（注 8） 備　考

Ａ株式 剰余金の配当 平成 26 年 4 月 1 日
  〜平成 26 年 9 月 30 日 1,000,000 153,150

（うち 3,150）
（注 1）
（注 2）

Ｂ株式 剰余金の配当 平成 25 年 5 月 1 日
  〜平成 26 年 4 月 30 日 2,000,000 408,400

（うち 8,400）
（注 1）
（注 3）

Ｃ株式 剰余金の配当 平成 25 年 4 月 1 日
  〜平成 26 年 3 月 31 日 1,500,000 306,300

（うち 6,300）
（注 1）
（注 4）

Ｄ証券
投資信託 収益分配金 平成 25 年 10 月 1 日

  〜平成 26 年 9 月 30 日 4,000,000 612,600
（うち 12,600）（注 5）

Ｅ公社債
投資信託 収益分配金 平成 26 年 1 月 1 日

 〜平成 26 年 12 月 31 日 500,000 101,575
（うち 1,575）（注 6）

銀行預金 利息 2,000,000 406,300
（うち 6,300）（注 7）

合　計 11,000,000 1,988,325
（うち 38,325）

（注 1）　Ａ社，Ｂ社及びＣ社はいずれも内国法人である。

（注 2）　Ａ株式は，金融商品取引所に上場されており，当社は同株式を平成 26 年 8 月 4 日に

取得している（株式保有割合 0.25 ％）。Ａ社は中間配当をできる旨を定款で定めてお

り，その基準日を毎年 9月 30 日としている。

（注 3）　当社は平成 23 年 10 月 1 日から，非上場株式Ｂ株式の発行済株式数の 40 ％を継続的

に保有している。同社は平成 26 年 4 月 30 日を基準日，同年 6月 30 日を効力発効日と
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して剰余金の配当を行った。

（注 4）　当社はＣ株式の発行済株式数の 100 ％を，同社が平成 20 年 4 月 1 日に設立されて以

来，継続的に保有している。同社は平成 26 年 3 月 31 日を基準日，同年 5月 30 日を効

力発生日として剰余金の配当を行った。

（注 5）　Ｄ証券投資信託は，その信託財産の 50 ％超を外国株式で運用する外貨建等証券投資

信託であり（ただし，特定外貨建等証券投資信託には該当しない。），当社は平成 22 年

11 月 1 日から，継続してＤ証券投資信託を保有している。

（注 6）　当社はＥ公社債投資信託を平成 23 年 5 月 1 日から，継続的に保有している。なお，

源泉徴収税額等には住民税利子割額 25,000 円が含まれている。

（注 7）　源泉徴収税額等には住民税利子割額 100,000 円が含まれている。

（注 8）　「源泉徴収税額等」の（　）書きは復興特別所得税の額である。

⑵　負債利子の控除は簡便法（基準年度実績による方法）によるものとし，当期に支払った利子等

及び控除割合は以下のとおりである。

当期に支払った利子等

・借入金の利子　　　　　　　　　　　　　　　　　19,600,000 円

（Ｃ株式の取得のための借入金に係るものが，500,000 円含まれている。）

・営業保証金（預り金）の利子　　　　　　　　　　　　 735,000 円

・前期確定申告期限延長に係る利子税・延滞金　　　　　45,000 円

（「7. 租税公課等についての資料」参照）

・退職給付費用 44,000,000 円に含まれる利息費用　　2,840,000 円

（「8. 退職給付引当金についての資料」参照）

控除割合

区　　分 控除割合

関係法人株式等 0.009

完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等 0.018
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4．減価償却についての資料

⑴　当社が当期末において所有する減価償却資産のうち，検討を要するものは下表のとおりであ

る。その他の減価償却資産については申告調整を要するものはない。なお，当社は設立以来，

減価償却資産の償却方法選定の届出を行っていない。また，確定申告書等で必要となる記載は

すべて行っている。

（単位：円）

種類・細目等 取得価額 期首
帳簿価額

減価
償却費

期末
帳簿価額

法定
耐用年数

取得した日
（事業の用に供した日）備　考

車両運搬具
：自動車ａ 2,000,000 125,000 62,500 62,500 6 年 平成 22 年 4 月 25 日

（同上） （注 1）

器具備品
：通信設備ｂ 4,500,000 ― 1,350,000 3,150,000 6 年 平成 26 年 5 月 17 日

（平成 26 年 7 月 1 日）（注 2）

器具備品
： テーブルｃ 
・椅子ｄ

320,000 ― 320,000 0 8 年 平成 26 年 10 月 1 日
（同上） （注 3）

器具備品
：パソコンｅ 1,500,000 ― 1,500,000 0 4 年 平成 26 年 10 月 1 日

（同上） （注 4）

（注 1）　自動車ａについて当社は会計上の耐用年数を 5年として償却計算を行ってきたため，

前期以前からの減価償却超過額が 106,050 円繰越されている。

（注 2）　通信設備ｂの設置に要した費用 300,000 円を支払い，通信費として費用処理した。

（注 3）　次のように会議用のテーブルｃと応接用の椅子ｄを購入したが，テーブルｃと椅子ｄは

通常別々に取引されている。また，椅子ｄは 4脚が通常 1セットとして取引されている。

（単位：円）

数量 単　価 費用計上額

テーブルｃ 1卓 80,000 80,000

椅子ｄ 4脚 60,000 240,000

（注 4）　 1台当たり 150,000 円のパソコンｅ 10 台を購入した。これらは通常 1台ごとに取引

されている。

⑵　減価償却資産の償却率は次のとおりである。

取得時期 平成 19 年 4 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日 平成 24 年 4 月 1 日以後

法定耐用年数 6年 4年 6年 8年

定額法償却率 0.167 0.250 0.167 0.125

定
率
法

償却率 0.417 0.500 0.333 0.250

改訂償却率 0.500 1.000 0.334 0.334

保証率 0.05776 0.12499 0.09911 0.07909
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5．繰延資産についての資料

平成 26 年 8 月 15 日に当社の店舗前の国道を自己の都合で舗装した費用 720,000 円を支払い，

全額費用に計上した。この公共的施設の耐用年数は 15 年で，一般の人も利用しており，その支

出の効果の及ぶ期間は 6年である。

6．交際費等についての資料

⑴　当期に交際費等として費用処理されたものは，以下のとおりである。

・お中元及びお歳暮として顧客に送付した贈答品（すべて飲食物の詰め合わせ）　4,000,000 円

・当社の名前が記載されている平成 27 年分のカレンダーで，顧客等に交付されたものの製作

等に要した費用　500,000 円

・得意先の接待として飲食に要した費用で，一人当たりの金額が 5,000 円を超えるものに関す

る支出　16,000,000 円

・創立記念日に顧客をホテルに招き開催した飲食会のために要した費用　3,000,000 円（一人

当たりの金額は 5,000 円を超えており，この中には会場費 300,000 円が含まれている。）

・当社が会員となっているＦゴルフクラブの年会費　100,000 円

・社内の会議において供された弁当代　240,000 円（一人当たり約 1,500 円）

⑵　交際費等に係る控除対象外消費税額等が 50,000 円あり，その内訳は，合理的な方法によ

り，接待飲食費分 20,000 円，その他交際費分 30,000 円と計算されている。

（「7. 租税公課等についての資料」（注 2）参照）

7．租税公課等についての資料

当期の「未払法人税等」の増減及び損益計算書に計上された「法人税等」，「租税公課」の内容は以

下のとおりである。

「未払法人税等」  （単位：円）

税　目 期首未払法人税等 当期増加額 当期減少額（注 1） 期末未払法人税等

法人税 134,000,000 153,000,000 132,900,000 154,100,000

住民税 28,000,000 31,500,000 27,400,000 32,100,000

事業税等 48,000,000 52,500,000 47,400,000 53,100,000

合計 210,000,000 237,000,000 207,700,000 239,300,000
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「法人税等」  （単位：円）

内　　容 金　　額

前期確定申告期限延長に係る利子税・延滞金 45,000

中間申告法人税 123,750,000

中間申告住民税 27,000,000

中間申告事業税等 35,400,000

源泉徴収所得税・復興特別所得税 1,863,325

特別徴収道府県民税利子割 125,000

当期確定申告法人税見込額（未払計上） 153,000,000

当期確定申告住民税見込額（未払計上） 31,500,000

当期確定申告事業税等見込額（未払計上） 42,000,000

合計 414,683,325

「租税公課」  （単位：円）

内　　容 金　　額

中間申告事業税等 9,000,000

当期確定申告事業税等見込額（未払計上） 10,500,000

前期未払法人税等取崩し（注 1） △ 200,000

控除対象外消費税額等（注 2） 1,280,000

その他損金算入できる諸税 2,500,000

合計 23,080,000

（注 1）　当期減少額のうち，法人税 132,900,000 円，住民税 27,400,000 円及び事業税等

47,200,000 円は前期確定税額の納付による取崩額である。この他に，事業税の外形標準

課税の見込み違いの 200,000 円の取崩しを行い，租税公課で戻入れ処理を行っている。

（注 2）　当社の消費税に係る課税売上割合は 90 ％で，控除対象外消費税額等はすべて「租税公

課」に計上しており，その内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

項　　目 控除対象外消費税額等

固定資産ｆに係るもの
（「4.減価償却についての資料」に記載のない固定資産で平成26年4  
月 1 日に取得したもの）

250,000

交際費等に係るもの 50,000

その他の費用に係るもの（損金算入が可能なもの） 980,000

合計 1,280,000
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8．退職給付引当金についての資料

当社の退職金制度は，当社から支払われる一時金と確定給付企業年金から支払われるものを併

用している。当期の退職給付引当金の増減及びその会計処理は以下のとおりである。

なお，確定給付企業年金は税法上適格要件を満たしており，当期中に確定給付企業年金からの

支給が 25,000,000 円あった。また，一時金の支給には，不相当に高額なものはない。

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

142,000,000 44,000,000 31,000,000 155,000,000

・当期増加額の会計処理（単位：円）

退職給付費用　　　　44,000,000　　/　　退職給付引当金　　44,000,000

・当期減少額の会計処理（単位：円）

（一時金の支給）

退職給付引当金　　15,000,000　　/　　現金預金　　　　　15,000,000

（確定給付企業年金掛金の支払）

退職給付引当金　　16,000,000　　/　　現金預金　　　　　16,000,000

9．雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除についての資料

当社の直近 3年間の国内雇用者に対する給与等の支給額の推移は以下のとおりとなっている。

当社では，要件を満たす場合には，雇用者の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控

除を行うこととしている。

（単位：円）

平成 25 年 3 月期 平成 26 年 3 月期 平成 27 年 3 月期

雇用者給与等支給額 1,200,000,000 1,212,000,000 1,230,000,000

平均給与等支給額 300,000 306,000 310,000
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普通法人である乙株式会社（以下，「当社」という。）の当期（自平成 26 年 4 月 1 日　至平成

27 年 3 月 31 日）における法人税額の計算に関して，加算及び減算すべき金額を以下の資料

1．〜 2．に基づき計算しなさい。当社は，消費税及び地方消費税の経理処理として税抜方式

を採用している。

1．資産除去債務についての資料

当社は，店舗を 10 年間の定期賃貸借契約により借受け，内装に 2,000,000 円の費用をかけ，

平成 26 年 4 月 1 日から事業の用に供している。また，原状回復の為，資産除去債務 200,000 円

を計上した（減価償却方法は定額法，償却率は 0.100 とし，支払利息額は会計上適切に計算され

ているものとする。）。

・取得時の会計処理（単位：円）

建物　　　　　　2,000,000　　 　　未払金　　　　2,160,000

仮払消費税額等　　160,000　　 

建物　　　　　　　200,000　　/　　資産除去債務　　200,000

・期末時の会計処理（単位：円）

減価償却費　　　　220,000　　/　　建物　　　　　　220,000

支払利息　　　　　　4,000　　/　　資産除去債務　　　4,000

2．外貨建取引等についての資料

当社は，Ｘ国にあるｘ社と取引を開始し，平成 27 年 3 月 10 日に平成 30 年 3 月 9 日を返済期

日とする 100,000 ドルの貸付を行った。また，同日，同社から商品を 10,000 ドル輸入し通関し

ている。これに伴い関税 46,000 円及び輸入消費税額等 95,680 円を支払った。商品は期末におい

て在庫となっており，買掛金は 3か月後の支払い条件となっている。なお，平成 27 年 3 月 10 日

の為替相場は 1ドル 115 円，平成 27 年 3 月 31 日の為替相場は 1ドル 110 円であった（当社は外

貨建債権債務の換算方法について届出を行っていない。）。

・貸付金の会計処理（単位：円）

長期貸付金　　11,500,000　　/　　現金預金　　11,500,000

・商品の仕入に係る会計処理（単位：円）

商品　　　　　 1,196,000　　/　　買掛金　　　 1,150,000

仮払消費税額等　　95,680　　/　　現金預金　　　 141,680

・期末時の会計処理（単位：円）

為替差損　　　　 500,000　　/　　長期貸付金　　 500,000

買掛金　　　　　　50,000　　/　　為替差益　　　　50,000

問 2
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居住者である丙及び丁の平成 26 年分の確定申告について，［参考資料 1］・［参考資料 2］

を参考にして 問 1 問 2 の各設問に答えなさい。なお，解答に当たり設問に記載され

た内容以外の事項並びに消費税及び地方消費税は考慮する必要はない。

居住者丙の平成 26 年分の収入金額等は次のとおりである。所得税法の所得区分に従い，

丙の各種所得の金額を計算しなさい。収入金額等及びそれに関連する金額は，すべて平成

26 年に適正に帰属するものである。

1．丙が代表取締役社長を務めるＫ社（同族会社には該当しない。）から得た収入金額等は次

のとおりである。

①　役員給与　13,000,000 円（源泉所得税等控除前，Ｋ社で損金不算入となる役員給与

1,000,000 円を含む。）

②　丙はＫ社から居住専用社宅を年間を通じて賃借しており，月額 150,000 円の家賃をＫ

社に支払っている。Ｋ社は他からこの社宅の貸与を受けており，当該社宅の通常の賃貸

料相当額（Ｋ社の支払家賃の 50 ％相当額）は月額 200,000 円である。なお，この社宅は

小規模住宅及び豪華社宅には該当しない。

③　丙は所有する土地（遊休の更地）を平成 26 年 1 月 6 日にＫ社に売買で譲渡した（譲渡時

点で丙の所有期間は 10 年超）。譲渡の概要は次のとおりであり，譲渡代金全額を受領し

た。

収入金額（譲渡契約金額）　　　　　40,000,000 円（時価 65,000,000 円）

取得費及び譲渡費用の額　　　　　32,000,000 円

④　丙のＫ社に対する貸付金の利息として収受した金額　400,000 円（相当の利息である。）

2．丙が契約者であり保険金受取人である生命保険契約（保険期間 10 年）の満期による収入

満期保険金　3,000,000 円

支払保険料　2,000,000 円（以下の剰余金の分配 200,000 円を含む。）

剰余金の分配　200,000 円（ 満期保険金を受ける前に分配を受け，支払保険料に充当し

た。）

3．知人に頼まれて行った講演の謝礼 150,000 円（ 1回限り，源泉所得税等控除前），必要経

費は発生していない。

問題 2

問 1
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居住者丁（41 歳）の平成 26 年分の各種所得の金額及び所得控除に関する資料は次のとおり

である。丁の平成 26 年分の所得税額及び復興特別所得税額を計算しなさい。なお，上場株

式等に係る配当所得の申告には，総合課税，申告分離課税（租税特別措置法第 8条の 4）及び

確定申告不要制度（租税特別措置法第 8条の 5）の 3方式から選択できるが，本設問では確定

申告不要制度は選択しないものとする。

年齢はいずれも平成 26 年 12 月 31 日時点のものである。

1．各種所得の金額に関する資料（△は損失金額であり損益通算前の金額である。）

①事業所得の金額 　△ 650,000 円

②給与所得の金額（給与所得控除後） 　11,980,000 円

③配当所得の金額 　 　800,000 円（注）

④雑所得の金額 　△ 350,000 円

⑤上場株式等に係る譲渡所得の金額 △ 1,200,000 円

（注）　持株比率 3％未満の上場内国法人から支払を受ける配当であり，800,000 円から所

得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 122,520 円が控除されている。なお，確定申

告において申告分離課税を選択した場合，上場株式等に係る譲渡損失と損益通算を行

うことができるものである。

2．所得控除に関する資料

① 支出した医療費の額は 400,000 円であり，健康診断のための支出 40,000 円（健康診断

の結果重要な疾病はなかった。）及び別居の母親（64 歳）の医療費 300,000 円が含まれ

ている。

② 同居する家族は配偶者（40 歳）及び長女（16 歳，学生）である。平成 26 年中に配偶者に

は給与収入が 1,500,000 円発生しているが，長女に収入はない。別居の母親の収入は

公的年金のみであり（平成 26 年分の受給額 840,000 円），丁からの仕送りにより生計

を維持している。この 3名は障害者に該当しない。

③丁の基礎控除及び上記①②以外の所得控除の合計額は 805,000 円である。

問 2
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［参考資料 1］

所得税法第 28 条第 3項による平成 26 年分の給与所得控除額は，給与等の収入金額に応じて下表に

より計算した金額とする。

給与等の収入金額 給与所得控除額

1,800,000 円以下の場合 収入金額× 40 ％（65万円に満たない場合には 65万円）

1,800,000 円を超え 3,600,000 円以下の場合 　720,000 円＋（収入金額－ 1,800,000）× 30 ％

3,600,000 円を超え 6,600,000 円以下の場合 1,260,000 円＋（収入金額－ 3,600,000）× 20 ％

6,600,000 円を超え 10,000,000 円以下の場合 1,860,000 円＋（収入金額－ 6,600,000）× 10 ％

10,000,000 円を超え 15,000,000 円以下の場合 2,200,000 円＋（収入金額－ 10,000,000）× 5 ％

15,000,000 円を超える場合 2,450,000 円

［参考資料 2］

所得税法第 89 条による平成 26 年分の所得税の額は，課税総所得金額を次の表の左欄に掲げる金額

に区分して，同表の右欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

1,950,000 円以下の金額 100 分の 5

1,950,000 円を超え 3,300,000 円以下の金額 100 分の 10

3,300,000 円を超え 6,950,000 円以下の金額 100 分の 20

6,950,000 円を超え 9,000,000 円以下の金額 100 分の 23

9,000,000 円を超え 18,000,000 円以下の金額 100 分の 33

18,000,000 円を超える金額 100 分の 40
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機械部品の卸売業を営むＡ株式会社（以下，「当社」という。）の当課税期間（自平成 26 年 4月 

1 日　至平成 27 年 3 月 31 日）における以下の資料に基づき，当社の納付すべき消費税額（国

税・以下同じ）の計算について，以下の【問】1．〜 5．の各問に答えなさい。

全般的な資料及び注意事項

⑴　当社は，設立以来消費税の課税事業者であり，当課税期間に係る基準期間における課税売上

高は 3,500,000,000 円であった。

⑵　当社は，消費税及び地方消費税の経理処理について税込方式を採用している。なお，当課税

期間において課税取引に適用される消費税及び地方消費税の合計の税率は本問ではすべて 8％

とする。

⑶　当社の取引は，特に記載するものを除き，国内において行われたものである。

⑷　当社が当課税期間中に行った課税仕入れ等については，その事実を明らかにする帳簿及び請

求書等が，法令の記載要件をすべて満たしたうえで，適法に保存されている。

⑸　当社が当課税期間中に行った輸出取引等は，輸出取引等であることにつき財務省令で定めて

いるところにより証明がされたものである。

⑹　以下の「当課税期間中における損益科目と補足情報」には一部貸借対照表科目に関する情報が

含まれていることに留意すること。

当課税期間中における損益科目と補足情報

⑴　売上高・売上原価

科　目 金　額 補足情報

商品売上高 3,769,000,000
すべて課税資産の譲渡であり，うち 475,000,000 は本邦
からの輸出として行われる資産の譲渡（以下，「輸出売
上」という。）である。

商品売上原価 2,250,000,000

当期商品仕入高は 2,050,000,000 である。このうち国内
仕入分はすべて課税仕入れであり，上記の金額には輸入
で保税地域から引き取った課税貨物の仕入高（諸掛含む）
が 160,000,000（税関に納付した消費税額は 8,820,000
及び地方消費税額は 2,380,000 であり，これ以外に消費
税額及び地方消費税額は生じていない。）含まれている。

問題 3

問 1

（単位：円）
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⑵　販売費及び一般管理費

科　目 金　額 補足情報

役員報酬 160,000,000
役員は全員経営全般に携わっている。通勤手当は含まれ
ていない。なお，当期に役員に対して時価（税込み）
5,400,000（帳簿価額 2,000,000）の棚卸資産以外の課税
資産の贈与があったが，この処理はなされていない。

給与手当 350,000,000
うち商品販売にのみ携わる従業員に係るものは，
308,000,000 である。なお，通勤手当は含まれていな
い。

旅費交通費 35,640,000

すべて国内の旅費交通費であり内訳は以下のとおりであ
る。
　　商品販売のための費用  32,076,000
　　管理部門の費用  3,564,000
なお，管理部門の費用には，通勤に通常必要と認められ
る部分の金額であるが，所得税法の非課税限度を超えて
いる通勤手当の金額が 320,000 含まれている。

支払運賃 56,600,000
国内売上に係る運賃  48,600,000
保税地域における輸出しようとする貨物の荷役運賃
  8,000,000

その他 356,000,000

課税仕入れになるものが以下の区分で含まれている。
　　課税資産の譲渡等のみに要するもの  243,000,000
　　その他の資産の譲渡等のみに要するもの  216,000
　　 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通し
て要するもの  31,860,000

⑶　営業外損益

科　目 金　額 補足情報

受取利息 1,666,000 すべて預金利息である。

受取配当金 1,395,000 すべて株式に係る受取配当金である。

支払利息 4,845,000 すべて銀行借入金の利子である。

売上割引 648,000
すべて国内商品販売に係る売上債権について支払期日よ
りも前に支払いを受けたこと等を起因として支払うもの
である。

売上債権等売却損 2,365,000

内訳は以下のとおり。
　　国内商品販売から生じた売上債権の売却
　　　　売却価額  1,023,510,000
　　　　帳簿価額  1,025,000,000
　　国内の仕入先貸付債権の売却
　　　　売却価額  49,125,000
　　　　帳簿価額  50,000,000

（単位：円）

（単位：円）
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⑷　特別損益

科　目 金　額 補足情報

固定資産売却損 1,892,000

国内での商品販売用倉庫内機械装置の下取りと購入につ
いて，以下の仕訳がなされている。なお下取り取引と購
入取引は全て課税取引でその金額は妥当である。
　機械装置　　　　5,400,000　　機械装置　2,000,000
　固定資産売却損　1,892,000　　現　　金　5,292,000

なお，商品販売部門の費用は課税資産の譲渡等のみに要する費用であり，管理部門の費用は課

税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとする。

その他

当課税期間における納付すべき消費税額の計算に必要な情報は以上ですべて網羅されている。

【問】

1．「当課税期間中における損益科目と補足情報」の⑷特別損益の固定資産売却損 1,892,000 円に係

る補足情報から，下取りされた課税資産（機械装置）の譲渡の対価の額（税抜き）を計算しなさい。

2．当課税期間における課税売上割合を，答案用紙の解答欄に従って計算しなさい。

3．当課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額（課税貨物につき課された消費税額を含む。）

を，答案用紙の解答欄に従って計算しなさい。

4．当課税期間における課税標準額（千円未満切り捨て）及び課税標準額に対する消費税額を計算し

なさい。

5．当課税期間における納付すべき消費税額（中間納付税額控除前）を，答案用紙の解答欄に従って

計算しなさい。なお，控除対象仕入税額の金額の計算に当たっては，個別対応方式又は一括比例

配分方式を選択できるものとするが， 2．の計算結果にかかわらず，当課税期間における課税売

上割合を 90 ％として計算しなさい。

（単位：円）
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製造業を営むＢ株式会社（以下，「当社」という。）の当課税期間（自平成 26 年 4 月 1 日　至

平成 27 年 3 月 31 日）における以下の資料に基づき，当社の納付すべき消費税額（国税・以下

同じ）の計算について，以下の【問】1．〜 3．の各問に答えなさい。

全般的な資料及び注意事項

⑴　当社の当課税期間に係る基準期間における課税売上高は 520,000,000 円であった。

⑵　当社の取引は，特に記載するものを除き，国内において行われたものである。

⑶　当社が当課税期間中に行った課税仕入れについては，その事実を明らかにする帳簿及び請求

書等が，法令の記載要件をすべて満たしたうえで，適法に保存されている。

⑷　当課税期間において控除対象仕入税額の計算に当たっては，個別対応方式又は一括比例配分

方式を選択できるものとする。

当課税期間における課税売上等の資料

（金額は税抜き　単位：円）

課税期間 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日

適用税率（消費税と地方消費税の合計） 5％適用分 8％適用分 合　計

課税売上額（税抜き金額） 80,000,000 520,000,000 600,000,000

免税売上額 37,000,000

非課税売上額（課税売上割合計算での利用額） 13,000,000

当課税期間における課税仕入の資料

（金額は税込み　単位：円）

課税期間 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日

適用税率（消費税と地方消費税の合計） 5％適用分 8％適用分 合　計

課税仕入れに係る対価の額（税込み金額） 42,000,000 432,000,000 474,000,000

内
　
訳

課税資産の譲渡等のみに要するもの 41,370,000 397,440,000 438,810,000

その他資産の譲渡等のみに要するもの 105,000 2,160,000 2,265,000

課税資産の譲渡等とその他資産の譲渡等に
共通して要するもの 525,000 32,400,000 32,925,000

その他

当課税期間における納付すべき消費税額の計算に必要な情報は以上ですべて網羅されている。

問 2



18 2122230827 Ｍ5―39

平成27年論文式租税法

平成27年論文式租税法

平
成
27
年
論
文
式
租
税
法

【問】

1．当課税期間における課税売上割合を計算しなさい。なお，課税売上割合については，％表示で

小数点以下第 2位未満を切り捨てること〔例 98.562 ％の場合 98.56 ％〕。

2．消費税率 4％適用分の差引税額（注）を求めなさい。

3．消費税率 6.3 ％適用分の差引税額（注）を求めなさい。

（注）　課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除した後の消費税額を

いい，円未満切り捨てとする。


